
第４７号議案 

 

     八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

     運営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定につい 

     て 

 

 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成３０年２月２６日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２５年八王子市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

目次 目次 

 第１章～第３章 （略）  第１章～第３章 （略） 

 第３章の２ 地域密着型通所介護  第３章の２ 地域密着型通所介護 

  第１節～第４節 （略）   第１節～第４節 （略） 

  第５節 共生型地域密着型サービスに関

する基準（第５９条の２０の２

・第５９条の２０の３） 

 

  第６節 （略）   第５節 （略） 

 第４章～第９章 （略）  第４章～第９章 （略） 

 附則  附則 

  

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年

法律第１２３号。以下「法」という。）第

７８条の２の２第１項第１号及び第２号並

びに第７８条の４第１項及び第２項の規

定に基づき、八王子市（以下「市」とい

う。）における指定地域密着型サービスの

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年

法律第１２３号。以下「法」という。）第

７８条の４第１項及び第２項の規定に基づ

き、八王子市（以下「市」という。）にお

ける指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定めるも



事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定めるものとする。 

のとする。 

  

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略）  

 ⑹ 共生型地域密着型サービス 法第７８

条の２の２第１項の申請に係る法第４２

条の２第１項本文の指定を受けた者によ

る指定地域密着型サービスをいう。 

 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士そ

の他指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域

密着型サービス基準」という。）第３条の

４第２項に規定する厚生労働大臣が定める

者（以下この章において「看護師、介護福

祉士等」という。）をもって充てなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合であって、提供時間帯を通じて、

看護師、介護福祉士等又は看護職員との連

携を確保しているときは、サービス提供責

任者（八王子市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第５６号。以

下「指定居宅サービス等基準条例」とい

う。）第５条第２項のサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）の業務に１年以上

（指定地域密着型サービス基準第３条の４

第２項に規定する特に業務に従事した経験

が必要な者として厚生労働大臣が定めるも

のにあっては、３年以上）従事した経験を

有する者をもって充てることができる。 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士そ

の他指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域

密着型サービス基準」という。）第３条の

４第２項に規定する厚生労働大臣が定める

者（以下この章において「看護師、介護福

祉士等」という。）をもって充てなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合であって、提供時間帯を通じて、

看護師、介護福祉士等又は看護職員との連

携を確保しているときは、サービス提供責

任者（八王子市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第５６号。以

下「指定居宅サービス等基準条例」とい

う。）第８条第３項のサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）の業務に３年以上従

事した経験を有する者をもって充てること

ができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれか

の施設等がある場合において、当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の

職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次の各号に掲げるい

ずれかの施設等がある場合において、当該

施設等の入所者等の処遇に支障がない場合

は、前項本文の規定にかかわらず、午後６

時から午前８時までの間において、当該施

設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。 

 ⑴～⑾ （略）  ⑴～⑾ （略） 



 ⑿ 介護医療院  

６ （略） ６ （略） 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の利用者に対する随時対応サー

ビスの提供に支障がない場合は、第４項本

文及び前項の規定にかかわらず、オペレー

ターは、随時訪問サービスに従事すること

ができる。 

７ 午後６時から午前８時までの間は、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の利用者に対する随時対応サービスの

提供に支障がない場合は、第４項本文及び

前項の規定にかかわらず、オペレーター

は、随時訪問サービスに従事することがで

きる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪

問サービスに従事している場合において、

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の利用者に対する随時訪問サービ

スの提供に支障がないときは、第１項の規

定にかかわらず、随時訪問サービスを行う

訪問介護員等を置かないことができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪

問サービスに従事している場合において、

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の利用者に対する随時訪問サービ

スの提供に支障がないときは、第１項の規

定にかかわらず、午後６時から午前８時ま

での間は、随時訪問サービスを行う訪問介

護員等を置かないことができる。 

９～１１ （略） ９～１１ （略） 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅

サービス等基準条例第６４条第１項に規定

する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条

例第６３条に規定する指定訪問看護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合に、

法第７４条第１項の規定に基づき定められ

る人員に関する基準（指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。）第６０

条第１項第１号イに規定する基準に相当す

るものをいう。）を満たすとき（同条第５

項の規定により同条第１項第１号イ及び第

２号に規定する基準を満たしているものと

みなされているとき及び第１９１条第１４

項の規定により同条第４項に規定する基準

を満たしているものとみなされているとき

を除く。）は、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者は、第１項第４号

アに規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅

サービス等基準条例第６４条第１項に規定

する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条

例第６３条に規定する指定訪問看護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合に、

法第７４条第１項の規定に基づき定められ

る人員に関する基準（指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。）第６０

条第１項第１号イに規定する基準に相当す

るものをいう。）を満たすとき（同条第５

項の規定により同条第１項第１号イ及び第

２号に規定する基準を満たしているものと

みなされているとき及び第１９１条第１０

項の規定により同条第４項に規定する基準

を満たしているものとみなされているとき

を除く。）は、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者は、第１項第４号

アに規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応

サービスについては、市長が地域の実情を

３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時

から午前８時までの間に行われる随時対応



勘案して適切と認める範囲内において、複

数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の間の契約に基づき、当該複数の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が密接な連携を図ることにより、一体

的に利用者又はその家族等からの通報を受

けることができる。 

サービスについては、市長が地域の実情を

勘案して適切と認める範囲内において、複

数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の間の契約に基づき、当該複数の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が密接な連携を図ることにより、一体

的に利用者又はその家族等からの通報を受

けることができる。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の代表者、地

域の医療関係者、市の職員又は当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が

所在する区域を管轄する法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センター

の職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「介護・

医療連携推進会議」という。）を設置し、

おおむね６月に１回以上、介護・医療連携

推進会議に対して指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介

護・医療連携推進会議による評価を受ける

とともに、介護・医療連携推進会議から必

要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の代表者、地

域の医療関係者、市の職員又は当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が

所在する区域を管轄する法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センター

の職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「介護・

医療連携推進会議」という。）を設置し、

おおむね３月に１回以上、介護・医療連携

推進会議に対して指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介

護・医療連携推進会議による評価を受ける

とともに、介護・医療連携推進会議から必

要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の所在する建物と同一の建

物に居住する利用者に対して指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護を提供する場合

には、正当な理由がある場合を除き、当該

建物に居住する利用者以外の者に対して

も、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を行わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の所在する建物と同一の建

物に居住する利用者に対して指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護を提供する場合

には、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供を行うよう努めなければ

ならない。 

  

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士そ

の他指定地域密着型サービス基準第６条第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を

もって充てなければならない。ただし、利

用者の処遇に支障がない場合であって、指

定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を

通じて、これらの者との連携を確保してい

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士そ

の他指定地域密着型サービス基準第６条第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を

もって充てなければならない。ただし、利

用者の処遇に支障がない場合であって、指

定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を

通じて、これらの者との連携を確保してい



るときは、１年以上（指定地域密着型サー

ビス基準第６条第２項に規定する特に業務

に従事した経験が必要な者として厚生労働

大臣が定めるものにあっては、３年以上）

サービス提供責任者の業務に従事した経験

を有する者をもって充てることができる。 

るときは、３年以上サービス提供責任者の

業務に従事した経験を有する者をもって充

てることができる。 

  

    第５節 共生型地域密着型サービス

に関する基準 

 

 （共生型地域密着型通所介護の基準）  

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に

係る共生型地域密着型サービス（以下この

条及び次条において「共生型地域密着型通

所介護」という。）の事業を行う指定生活

介護事業者（八王子市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営の基準に

関する条例（平成２６年八王子市条例第４

７号。以下この条において「指定障害福祉

サービス等基準条例」という。）第７８

条に規定する指定生活介護事業者をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者

（指定障害福祉サービス等基準条例第１２

３条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準条例第１３３条に規定する指定自

立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指

定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づ

く指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成２４年厚生労働省

令第１５号。以下この条において「指定通

所支援基準」という。）第５条第１項に規

定する指定児童発達支援事業者をいい、主

として重症心身障害児（児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。以下この条

において同じ。）を通わせる事業所におい

て指定児童発達支援（指定通所支援基準第

４条に規定する指定児童発達支援をいう。

第１号において同じ。）を提供する事業者

を除く。）及び指定放課後等デイサービス

事業者（指定通所支援基準第６６条第１項

に規定する指定放課後等デイサービス事業

者をいい、主として重症心身障害児を通わ

せる事業所において指定放課後等デイサー

ビス（指定通所支援基準第６５条に規定す

る指定放課後等デイサービスをいう。）を

提供する事業者を除く。）が当該事業に関

して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

 

 ⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サ  



ービス等基準条例第７８条に規定する指

定生活介護事業所をいう。）、指定自立

訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉

サービス等基準条例第１２３条第１項に

規定する指定自立訓練（機能訓練）事業

所をいう。）、指定自立訓練（生活訓

練）事業所（指定障害福祉サービス等基

準条例第１３３条に規定する指定自立訓

練（生活訓練）事業所をいう。）、指定

児童発達支援事業所（指定通所支援基準

第５条第１項に規定する指定児童発達支

援事業所をいう。）又は指定放課後等デ

イサービス事業所（指定通所支援基準第

６６条第１項に規定する指定放課後等デ

イサービス事業所をいう。）（以下この

号において「指定生活介護事業所等」と

いう。）の従業者の員数が、当該指定生

活介護事業所等が提供する指定生活介

護（指定障害福祉サービス等基準条例

第７７条に規定する指定生活介護をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）（指

定障害福祉サービス等基準条例第１２２

条に規定する指定自立訓練（機能訓練）

をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）

（指定障害福祉サービス等基準条例第１

３２条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）をいう。）、指定児童発達支援又は

指定放課後等デイサービス（以下この号

において「指定生活介護等」という。）

の利用者の数を指定生活介護等の利用者

及び共生型地域密着型通所介護の利用者

の数の合計数であるとした場合における

当該指定生活介護事業所等として必要と

される数以上であること。 

 ⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に

対して適切なサービスを提供するため、

指定地域密着型通所介護事業所その他の

関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

 

  

 （準用）  

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第

３８条まで、第４１条、第５３条、第５９

条の２、第５９条の４及び第５９条の５

第４項並びに前節（第５９条の２０を除

く。）の規定は、共生型地域密着型通所介

護の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３１条に規定す

 



る運営規程」とあるのは「運営規程（第５

９条の１２に規定する運営規程をいう。第

３４条において同じ。）」と、「定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護の提供に

当たる従業者（以下「共生型地域密着型通

所介護従業者」という。）」と、第３４条

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護従業者」と、第５９条の５第４項中

「前項ただし書の場合（指定地域密着型通

所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護事業

者が共生型地域密着型通所介護事業所の設

備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場

合」と、第５９条の９第４号及び第５９条

の１０第５項中「指定地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第５９条の１３第３項

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第５９条の１９第２項第２号中「次条にお

いて準用する第２０条第２項」とあるのは

「第２０条第２項」と、同項第３号中「次

条において準用する第２８条」とあるのは

「第２８条」と、同項第４号中「次条にお

いて準用する第３８条第２項」とあるのは

「第３８条第２項」と読み替えるものとす

る。 

  

    第６節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備

及び運営に関する基準 

    第５節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備

及び運営に関する基準 

 （利用定員）  （利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所

は、その利用定員（当該指定療養通所介護

事業所において同時に指定療養通所介護の

提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。以下この節において同じ。）を

１８人以下とする。 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所

は、その利用定員（当該指定療養通所介護

事業所において同時に指定療養通所介護の

提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。以下この節において同じ。）を

９人以下とする。 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者 

 は、指定療養通所介護の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族

に対し、第５９条の３４に規定する重要事

項に関する規程の概要、療養通所介護従業

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者 

 は、指定療養通所介護の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族

に対し、第５９条の３４に規定する運営規

程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体



者の勤務の体制、第５９条の３２第１項に

規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対

応策、主治の医師及び第５９条の３５第１

項に規定する緊急時対応医療機関との連絡

体制並びにその他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該提供

の開始について利用申込者の同意を文書に

より得なければならない。 

制、第５９条の３２第１項に規定する利用

者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の

医師及び第５９条の３５第１項に規定する

緊急時対応医療機関との連絡体制並びにそ

の他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始につい

て利用申込者の同意を文書により得なけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条ま 

 で、第１６条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第

３８条まで、第４１条、第５９条の７（第

３項第２号を除く。）、第５９条の８及び

第５９条の１３から第５９条の１８までの

規定は、指定療養通所介護の事業について

準用する。この場合において、第３４条第

１項中「運営規程」とあるのは「第５９条

の３４に規定する重要事項に関する規程」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「療養通所介護従業

者」と、第５９条の１３第３項中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「療養通

所介護従業者」と、第５９条の１７第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「療養通所介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「１２月」と、同条第３項中「当たって

は」とあるのは「当たっては、利用者の状

態に応じて」と、第５９条の１８第５項中

「第５９条の５第４項」とあるのは「第５

９条の２６第４項」と読み替えるものとす

る。 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条ま 

 で、第１６条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第

３８条まで、第４１条、第５９条の７（第

３項第２号を除く。）、第５９条の８及び

第５９条の１３から第５９条の１８までの

規定は、指定療養通所介護の事業について

準用する。この場合において、第３４条第

１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「療養通所介護従業

者」と、第５９条の１３第３項中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「療養通

所介護従業者」と、第５９条の１７第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「療養通所介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「１２月」と、同条第３項中「当たって

は」とあるのは「当たっては、利用者の状

態に応じて」と、第５９条の１８第５項中

「第５９条の５第４項」とあるのは「第５

９条の２６第４項」と読み替えるものとす

る。 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホ

ーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２

０条の４に規定する養護老人ホーム、病

院、診療所、介護老人保健施設、介護医療

院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以

下同じ。）に併設されていない事業所にお

いて行われる指定認知症対応型通所介護を

いう。）の事業を行う者及び併設型指定認

知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホ

ーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２

０条の４に規定する養護老人ホーム、病

院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉

施設又は特定施設をいう。以下同じ。）に

併設されていない事業所において行われる

指定認知症対応型通所介護をいう。）の事

業を行う者及び併設型指定認知症対応型通

所介護（特別養護老人ホーム等に併設され



等に併設されている事業所において行われ

る指定認知症対応型通所介護をいう。以下

同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者の員数は、次のとおりとする。 

ている事業所において行われる指定認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事

業を行う者（以下「単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護事業所」と

いう。）ごとに置くべき従業者の員数は、

次のとおりとする。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所において同時に共用

型指定認知症対応型通所介護の提供を受

けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所においては共同生活住居

（法第８条第２０項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。）ごとに、指定地域密着型特定施設

又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

（第１７８条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。）において

は施設ごとに１日当たり３人以下とし、ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

においてはユニットごとに当該ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者

の数と当該共用型指定認知症対応型通所介

護の利用者の数の合計が１日当たり１２人

以下となる数とする。 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所において同時に共用

型指定認知症対応型通所介護の提供を受

けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所においては共同生活住居

（法第８条第２０項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。）ごとに、指定地域密着型特定施設

又は指定地域密着型介護老人福祉施設にお

いては施設ごとに１日当たり３人以下とす

る。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、次の各号のいずれにも該当する者でな

ければならない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、次の各号のいずれにも該当する者でな

ければならない。 

 ⑴ 指定居宅サービス（法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービスをいう。以

下同じ。）、指定地域密着型サービス、

指定居宅介護支援（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスをい

う。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第５４条の２第１項に

規定する指定地域密着型介護予防サービ

スをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定す

 ⑴ 指定居宅サービス（法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービスをいう。以

下同じ。）、指定地域密着型サービス、

指定居宅介護支援（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスをい

う。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第５４条の２第１項に

規定する指定地域密着型介護予防サービ

スをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定す



る指定介護予防支援をいう。）の事業又

は介護保険施設（法第８条第２５項に

規定する介護保険施設をいう。以下同

じ。）若しくは指定介護療養型医療施設

の運営（第８２条第７項及び第１９１条

第８項において「指定居宅サービス事業

等」という。）について３年以上の経験

を有する者 

る指定介護予防支援をいう。）の事業又

は介護保険施設（法第８条第２５項に

規定する介護保険施設をいう。以下同

じ。）若しくは指定介護療養型医療施設

の運営（第８２条第７項において「指定

居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

  

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第８２条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定小規模多機能型居

宅介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業所」という。）ごとに置くべき指

定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従

業者」という。）の員数は、夜間及び深夜

の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型

居宅介護従業者については、常勤換算方法

で、通いサービス（登録者（指定小規模多

機能型居宅介護を利用するために指定小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた

者をいう。以下この章において同じ。）を

指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わ

せて行う小規模多機能型居宅介護をいう。

以下この章において同じ。）の提供に当た

る者をその利用者（当該指定小規模多機能

型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４４条第１項に

規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者をいう。以下この章において同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小

規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予

防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４３条に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所

における指定小規模多機能型居宅介護又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

利用者。以下この節及び次節において同

じ。）の数が３又はその端数を増すごとに

１以上及び訪問サービス（小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う小規模多機能型居宅

第８２条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定小規模多機能型居

宅介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業所」という。）ごとに置くべき指

定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従

業者」という。）の員数は、夜間及び深夜

の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型

居宅介護従業者については、常勤換算方法

で、通いサービス（登録者（指定小規模多

機能型居宅介護を利用するために指定小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた

者をいう。以下この章において同じ。）を

指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わ

せて行う小規模多機能型居宅介護をいう。

以下この章において同じ。）の提供に当た

る者をその利用者（当該指定小規模多機能

型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４４条第１項に

規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者をいう。以下この章において同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小

規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予

防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４３条に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所

における指定小規模多機能型居宅介護又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

利用者。以下この節及び次節において同

じ。）の数が３又はその端数を増すごとに

１以上及び訪問サービス（小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う小規模多機能型居宅



介護（第７項に規定する本体事業所である

指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては当該本体事業所に係る同項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定小

規模多機能型居宅介護を、同項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に

規定する本体事業所並びに当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所及び第１

９１条第８項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の居宅において行う指定小規模多機能型

居宅介護を含む。）をいう。以下この章に

おいて同じ。）の提供に当たる者を１以上

とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定

小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小

規模多機能型居宅介護従業者については、

夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間

帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）を

いう。第５項において同じ。）に当たる者

を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿

直勤務に必要な数以上とする。 

介護、（第７項に規定する本体事業所であ

る指定小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る同項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者の居宅において行う指定

小規模多機能型居宅介護を、同項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては当該サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所及び当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の居宅において行う指定小規模多機能型居

宅介護を含む。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）の提供に当たる者を１以上と

し、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小

規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者については、夜

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯

に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をい

う。第５項において同じ。）に当たる者を

１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直

勤務に必要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、

同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する

基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居

宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、

同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する

基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居

宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

 当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護療養型医

療施設（医療

法（昭和２３

年法律第２０

５号）第７条

第２項第４号

に規定する療

養病床を有す 

介護職員   当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設又は指

定介護療養型

医療施設（医

療法（昭和２

３年法律第２

０５号）第７

条第２項第４

号に規定する

療養病床を有 

介護職員  



  る診療所であ

る も の に 限

る。）又は介

護医療院 

    する診療所で

あるものに限

る。） 

  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指

定小規模多機能型居宅介護事業所であっ

て、指定居宅サービス事業等その他の保健

医療又は福祉に関する事業について３年以

上の経験を有する指定小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者により設置される当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小

規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所であって当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対

して指定小規模多機能型居宅介護の提供に

係る支援を行うもの（以下この章において

「本体事業所」という。）との密接な連

携の下に運営されるものをいう。以下同

じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当

たる小規模多機能型居宅介護従業者につい

ては、本体事業所の職員により当該サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、１人以上とすることができ

る。 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指

定小規模多機能型居宅介護事業所であっ

て、指定居宅サービス事業等その他の保健

医療又は福祉に関する事業について３年以

上の経験を有する指定小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者により設置される当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小

規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所であって当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対

して指定小規模多機能型居宅介護の提供に

係る支援を行うもの（以下「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）に置くべき訪

問サービスの提供に当たる小規模多機能型

居宅介護従業者については、本体事業所の

職員により当該サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、１人以

上とすることができる。 

８～１３ （略） ８～１３ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター（老人福祉

法第２０条の２の２に規定する老人デイサ

ービスセンターをいう。以下同じ。）、介

護老人保健施設、介護医療院、指定小規模

多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応

型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所（第１９３条に規定する指定複合

型サービス事業所をいう。次条において同

じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は介護保険法施行令第３条第１項

に規定する者をいう。次条、第１１１条第

２項、第１１２条及び第１９３条において

同じ。）として３年以上認知症である者の

介護に従事した経験を有する者であって、

指定地域密着型サービス基準第６４条第３

項に規定する厚生労働大臣が定める研修を

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター（老人福祉

法第２０条の２の２に規定する老人デイサ

ービスセンターをいう。以下同じ。）、介

護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービス事業所（第

１９３条に規定する指定複合型サービス事

業所をいう。次条において同じ。）等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は介

護保険法施行令第３条第１項に規定する者

をいう。次条、第１１１条第２項、第１１

２条及び第１９３条において同じ。）とし

て３年以上認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者であって、指定地域密着

型サービス基準第６４条第３項に規定する

厚生労働大臣が定める研修を修了している



修了しているものでなければならない。 ものでなければならない。 

  

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代

表者） 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代

表者） 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービス事業所等の

従業者、訪問介護員等として認知症である

者の介護に従事した経験を有する者又は保

健医療サービス若しくは福祉サービスの経

営に携わった経験を有する者であって、指

定地域密着型サービス基準第６５条に規定

する厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定複合型サービス事業所等の従業者、訪問

介護員等として認知症である者の介護に従

事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であって、指定地域密着型

サービス基準第６５条に規定する厚生労働

大臣が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

  

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第１０３条 （略） 第１０３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における

緊急時の対応等のため、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における

緊急時の対応等のため、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、病院等との間の連

携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

  

 （管理者）  （管理者） 

第１１１条 （略） 第１１１条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認

知症対応型共同生活介護を提供するために

必要な知識及び経験を有し、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定認知症対

応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪

問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であっ

て、指定地域密着型サービス基準第９１条

第２項に規定する厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならな

い。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認

知症対応型共同生活介護を提供するために

必要な知識及び経験を有し、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等と

して、３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス基準第９１条第２項に規定

する厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

  

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の

代表者） 

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の

代表者） 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等とし



護員等として、認知症である者の介護に従

事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業

の経営に携わった経験を有する者であっ

て、指定地域密着型サービス基準第９２条

に規定する厚生労働大臣が定める研修を修

了しているものでなければならない。 

て、認知症である者の介護に従事した経験

を有する者又は保健医療サービス若しくは

福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス基準第９２条に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

  

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

第１１７条 （略） 第１１７条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者 

 は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護従

業者その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身

体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

 

８ （略） ７ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第１２５条 （略） 第１２５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護医療院、病

院等との間の連携及び支援の体制を整えな

ければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１３０条 （略） 第１３０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員

は、主として指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に当たるものとし、看護

職員及び介護職員のうちそれぞれ１人以上

は、常勤の者でなければならない。ただ

し、サテライト型特定施設（当該施設を設

置しようとする者により設置される当該施

設以外の介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所であって当該施設に

対する支援機能を有するもの（以下この章

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員

は、主として指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に当たるものとし、看護

職員のうち１人以上、及び介護職員のうち

１人以上は、常勤の者でなければならな

い。ただし、サテライト型特定施設（当該

施設を設置しようとする者により設置され

る当該施設以外の介護老人保健施設又は病

院若しくは診療所であって当該施設に対す

る支援機能を有するもの（以下この章にお



において「本体施設」という。）との密接

な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場

所で運営される指定地域密着型特定施設を

いう。以下同じ。）にあっては、常勤換算

方法で１以上とする。 

いて「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で

運営される指定地域密着型特定施設をい

う。以下同じ。）にあっては、常勤換算方

法で１以上とする。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに

前項の規定にかかわらず、サテライト型特

定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は

計画作成担当者については、次に掲げる本

体施設の場合には、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型特定施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに

前項の規定にかかわらず、サテライト型特

定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は

計画作成担当者については、次に掲げる本

体施設の場合には、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型特定施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

 ⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は介護支援専門員 

 ⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学

療法士若しくは作業療法士又は介護支援

専門員 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ⑶ 介護医療院 介護支援専門員  

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

  

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の取扱方針） 

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の取扱方針） 

第１３８条 （略） 第１３８条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

７ （略） ６ （略） 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１５１条 （略） 第１５１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、指定地域密着型介護老人福

祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、指定地域密着型介護老人福

祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老



人福祉施設（第１７８条に規定するユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を除く。

以下この項において同じ。）にユニット型

指定介護老人福祉施設（八王子市指定介護

老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準

に関する条例（平成２６年八王子市条例第

６２号。以下「指定介護老人福祉施設基準

条例」という。）第４２条に規定するユニ

ット型指定介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を併設する場合の

指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニ

ット型指定介護老人福祉施設の介護職員及

び看護職員（指定介護老人福祉施設基準条

例第４６条第２項の規定に基づき配置され

る看護職員に限る。）又は指定地域密着型

介護老人福祉施設にユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設を併設する場合の指

定地域密着型介護老人福祉施設及びユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設の介

護職員及び看護職員（第１８７条第２項

の規定に基づき配置される看護職員に限

る。）を除き、入所者の処遇に支障がない

場合は、この限りでない。 

人福祉施設（第１７８条に規定するユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を除く。

以下この条において同じ。）及びユニット

型指定介護老人福祉施設（八王子市指定介

護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基

準に関する条例（平成２６年八王子市条例

第６２号）第４２条に規定するユニット型

指定介護老人福祉施設をいう。）を併設す

る場合又は指定地域密着型介護老人福祉施

設及びユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設を併設する場合の介護職員及び看

護職員（第１８７条第２項の規定に基づき

配置される看護職員に限る。）を除き、入

所者の処遇に支障がない場合は、この限り

でない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテ

ライト型居住施設（当該施設を設置しよう

とする者により設置される当該施設以外の

指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設（サテライト型居住施設で

ある指定地域密着型介護老人福祉施設を除

く。第８項第１号及び第１７項、第１５２

条第１項第６号並びに第１８０条第１項第

３号において同じ。）、介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所で

あって当該施設に対する支援機能を有する

もの（以下この章において「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については、本体施設の医師

により当該サテライト型居住施設の入所者

の健康管理が適切に行われると認められる

ときは、これを置かないことができる。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテ

ライト型居住施設（当該施設を設置しよう

とする者により設置される当該施設以外の

指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設（サテライト型居住施設で

ある指定地域密着型介護老人福祉施設を除

く。第８項第１号及び第１７項、第１５２

条第１項第６号並びに第１８０条第１項第

３号において同じ。）、介護老人保健施設

又は病院若しくは診療所であって当該施設

に対する支援機能を有するもの（以下この

章において「本体施設」という。）との密

接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の

場所で運営される指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下同じ。）の医師につ

いては、本体施設の医師により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の健康管理が適切

に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施

設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員

又は介護支援専門員については、次に掲げ

る本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施

設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員

又は介護支援専門員については、次に掲げ

る本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により



当該サテライト型居住施設の入所者の処遇

が適切に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。 

当該サテライト型居住施設の入所者の処遇

が適切に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士又は介護支援専門員 

 ⑵ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士若しくは作業療法士又は

介護支援専門員 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

 ⑷ 介護医療院 栄養士又は介護支援専門 

  員 

 

９～１７ （略） ９～１７ （略） 

  

 （サービス提供困難時の対応）  （サービス提供困難時の対応） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入所申込者が入院治療を必要とする

場合その他入所申込者に対し自ら適切な便

宜を提供することが困難である場合は、適

切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設若しくは介護医療院を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならな

い。 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入所申込者が入院治療を必要とする

場合その他入所申込者に対し自ら適切な便

宜を提供することが困難である場合は、適

切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設を紹介する等の適切な措置を速やかに

講じなければならない。 

  

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

第１５７条 （略） 第１５７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身

体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

７ （略） ６ （略） 

  

 （緊急時等の対応）  

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合のため、あらかじめ、第１

５１条第１項第１号に掲げる医師との連携

方法その他の緊急時等における対応方法を

定めておかなければならない。 

 



  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、次に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、次に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 緊急時等における対応方法  

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

  

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

第１８２条 （略） 第１８２条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化等のための対策

を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

９ （略） ８ （略） 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

 ⑴～⑹ （略）   ⑴～⑹ （略）  

 ⑺ 緊急時等における対応方法  

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

 ⑽ （略）  ⑼ （略） 

  

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第１９１条 指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者（以下「指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）ご

とに置くべき指定看護小規模多機能型居宅

第１９１条 指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者（以下「指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）ご

とに置くべき指定看護小規模多機能型居宅



介護の提供に当たる従業者（以下「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」という。）

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護

従業者については、常勤換算方法で、通い

サービス（登録者（指定看護小規模多機能

型居宅介護を利用するために指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた

者をいう。以下同じ。）を指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指

定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以

下同じ。）の提供に当たる者をその利用者

の数が３又はその端数を増すごとに１以上

及び訪問サービス（看護小規模多機能型居

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当

該居宅において行う指定看護小規模多機能

型居宅介護（第８２条第７項に規定する本

体事業所である指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては当該本体事業所に

係るサテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所及び指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第４４条第７項に規定する

サテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所（第６項において「サテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所」という。）の登録者、第８項に

規定する本体事業所である指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、当該

本体事業所に係る同項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者並びに同項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、当該サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所、当該本体事業所に

係る他の同項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当

該本体事業所に係る第８２条第７項に規定

するサテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の居宅において行う指

定看護小規模多機能型居宅介護を含む。）

をいう。以下この章において同じ。）の提

供に当たる者を２以上とし、夜間及び深夜

の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能

型居宅介護従業者については、夜間及び深

夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われ

る勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第６

項において同じ。）に当たる者を１以上及

介護の提供に当たる従業者（以下「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」という。）

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護

従業者については、常勤換算方法で、通い

サービス（登録者（指定看護小規模多機能

型居宅介護を利用するために指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた

者をいう。以下同じ。）を指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指

定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以

下同じ。）の提供に当たる者をその利用者

の数が３又はその端数を増すごとに１以上

及び訪問サービス（看護小規模多機能型居

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当

該居宅において行う指定看護小規模多機能

型居宅介護（本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該本体事業所に係るサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所又はサテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の居宅において行う指定看護

小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下この章において同じ。）の提供に

当たる者を２以上とし、夜間及び深夜の時

間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅

介護の提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の

勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務（宿直勤務を除く。）をいう。第６項に

おいて同じ。）に当たる者を１以上及び宿

直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な

数以上とする。 



び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必

要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う

指定看護小規模多機能型居宅介護（第８２

条第７項に規定する本体事業所である指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、当該本体事業所に係るサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案

し、その処遇に支障がない場合に、当該登

録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指

定看護小規模多機能型居宅介護及び第８項

に規定する本体事業所である指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては、当

該本体事業所に係る同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の心身の状況を勘案し、その

処遇に支障がない場合に、当該登録者を当

該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小

規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。

以下同じ。）の利用者がいない場合であっ

て、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者

に対して訪問サービスを提供するために必

要な連絡体制を整備しているときは、第１

項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時

間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿

直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介

護従業者を置かないことができる。 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う

指定看護小規模多機能型居宅介護（本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、当該本体事業所に係

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所又はサテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心

身の状況を勘案し、その処遇に支障がない

場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿

泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅

介護を含む。）をいう。以下同じ。）の利

用者がいない場合であって、夜間及び深夜

の時間帯を通じて利用者に対して訪問サー

ビスを提供するために必要な連絡体制を整

備しているときは、第１項の規定にかかわ

らず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間

及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看

護小規模多機能型居宅介護従業者を置かな

いことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において、前各項に定め

る人員に関する基準を満たす看護小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各

号に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、当該看護

小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各

号に掲げる施設等の職務に従事することが

できる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において、前各項に定め

る人員に関する基準を満たす看護小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各

号に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、当該看護

小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各

号に掲げる施設等の職務に従事することが

できる。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 介護医療院  

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

（利用者又はその家族等から電話等により

看護に関する意見を求められた場合に常時

対応し、利用者に対し適切な看護サービス

を提供できる体制にある指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって、指定居宅

 



サービス事業等その他の保健医療又は福祉

に関する事業について３年以上の経験を有

する指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者により設置される当該指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所であって、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

対して指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に係る支援を行うもの（以下この章に

おいて「本体事業所」という。）との密接

な連携の下に運営され、利用者に対し適切

な看護サービスを提供できる体制にあるも

のをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サ

ービスの提供に当たる看護小規模多機能型

居宅介護従業者については、本体事業所の

職員により当該サテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇

が適切に行われると認められるときは、２

人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て本体事業所において宿直勤務を行う看護

小規模多機能型居宅介護従業者により当該

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、夜間及び深夜の時

間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多

機能型居宅介護従業者を置かないことがで

きる。 

 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所については、看護職員の員数は常勤換算

方法で１以上とする。 

 

１１ （略） ８ （略） 

１２ （略） ９ （略） 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所については、本体事業所の介護支援専

門員により当該サテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者に対し

て居宅サービス計画の作成が適切に行われ

るときは、介護支援専門員に代えて、看護

小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら

従事する前項の別に厚生労働大臣が定める

研修を修了している者（第１９９条におい

て「研修修了者」という。）を置くことが

できる。 

 

１４ （略） １０ （略） 

  



 （管理者）  （管理者） 

第１９２条 （略） 第１９２条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、サテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

本体事業所の管理者をもって充てることが

できる。 

 

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人

保健施設、介護医療院、指定小規模多機能

型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等として

３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、指定地域密着型

サービス基準第１７２条第２項に規定する

厚生労働大臣が定める研修を修了している

もの、又は保健師若しくは看護師でなけれ

ばならない。 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有する

者であって、指定地域密着型サービス基準

第１７２条第２項に規定する厚生労働大臣

が定める研修を修了しているもの、又は保

健師若しくは看護師でなければならない。 

  

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者） 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者） 

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人

保健施設、介護医療院、指定小規模多機能

型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業

所（指定複合型サービスの事業を行う事業

所をいう。）等の従業者、訪問介護員等と

して認知症である者の介護に従事した経験

を有する者若しくは保健医療サービス若し

くは福祉サービスの経営に携わった経験を

有する者であって、指定地域密着型サービ

ス基準第１７３条に規定する厚生労働大臣

が定める研修を修了しているもの、又は保

健師若しくは看護師でなければならない。 

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人

保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所（指定複合

型サービスの事業を行う事業所をいう。）

等の従業者、訪問介護員等として認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者若

しくは保健医療サービス若しくは福祉サー

ビスの経営に携わった経験を有する者であ

って、指定地域密着型サービス基準第１７

３条に規定する厚生労働大臣が定める研修

を修了しているもの、又は保健師若しくは

看護師でなければならない。 

  

 （登録定員及び利用定員）  （登録定員及び利用定員） 

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所は、その登録定員（登録者の数の

上限をいう。以下この章において同じ。）

を２９人（サテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、１８

人）以下とする。 

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所は、その登録定員（登録者の数の

上限をいう。以下この章において同じ。）

を２９人以下とする。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

は、次に掲げる範囲内において、通いサー

ビス及び宿泊サービスの利用定員（当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にお

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

は、次に掲げる範囲内において、通いサー

ビス及び宿泊サービスの利用定員（当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にお



けるサービスごとの１日当たりの利用者の

数の上限をいう。以下この章において同

じ。）を定めるものとする。 

けるサービスごとの１日当たりの利用者の

数の上限をいう。以下この章において同

じ。）を定めるものとする。 

 ⑴ 通いサービス 登録定員の２分の１か

ら１５人（登録定員が２５人を超える指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては登録定員に応じて、次の表に定

める利用定員、サテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては

１２人）まで 

 ⑴ 通いサービス 登録定員の２分の１か

ら１５人（登録定員が２５人を超える指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、登録定員に応じて、次の表に

定める利用定員）まで 

 登録定員 利用定員   登録定員 利用定員  

 （略） （略）   （略） （略）  

 ⑵ 宿泊サービス 通いサービスの利用定

員の３分の１から９人（サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては６人）まで 

 ⑵ 宿泊サービス 通いサービスの利用定

員の３分の１から９人まで 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１９５条 （略） 第１９５条 （略） 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおり

とする。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおり

とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 宿泊室  ⑵ 宿泊室 

  ア～エ （略）   ア～エ （略） 

  オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所が診療所である場合であって、当

該指定看護小規模多機能型居宅介護の

利用者へのサービスの提供に支障がな

い場合には、当該診療所が有する病床

については、宿泊室を兼用することが

できる。 

 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看

護小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看

護小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第１９９条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理者は、介護支援専門員（第

１９１条第１３項の規定により介護支援専

門員を配置していないサテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、研修修了者。以下この条において同

じ。）に看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成に関する業務を、看護師等（准看護

師を除く。第９項において同じ。）に看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

第１９９条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理者は、介護支援専門員に看

護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関

する業務を、看護師等（准看護師を除く。

第９項において同じ。）に看護小規模多機

能型居宅介護報告書の作成に関する業務を

担当させるものとする。 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２ 第２０２条 第９条から第１３条まで、第２



０条、第２２条、第２８条、第３４条から

第３８条まで、第４０条、第４１条、第５

９条の１１、第５９条の１３、第５９条の

１６、第５９条の１７、第８７条から第９

０条まで、第９２条の２から第９５条ま

で、第９７条、第９８条、第１００条から

第１０４条まで及び第１０６条の規定は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９

条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第２０２条において準用

する第１００条に規定する重要事項に関す

る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第３４条第

１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第

２項中「この節」とあるのは「第９章第４

節」と、第５９条の１３第３項中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９

条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「看護

小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と、第８７条中「第８２条第１２項」

とあるのは「第１９１条第１３項」と、第

８９条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第９２条の２第１項中

「前条第１項第５号」とあるのは「第１９

７条第５号」と、第９７条中「小規模多機

能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０

６条中「第８２条第６項」とあるのは「第

１９１条第７項各号」と読み替えるものと

する。 

０条、第２２条、第２８条、第３４条から

第３８条まで、第４０条、第４１条、第５

９条の１１、第５９条の１３、第５９条の

１６、第５９条の１７、第８７条から第９

０条まで、第９２条の２から第９５条ま

で、第９７条、第９８条、第１００条から

第１０４条まで及び第１０６条の規定は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９

条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第２０２条において準用

する第１００条に規定する重要事項に関す

る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第３４条第

１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第

２項中「この節」とあるのは「第９章第４

節」と、第５９条の１３第３項中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９

条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「看護

小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と、第８９条中「小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第９２条の２第

１項中「前条第１項第５号」とあるのは

「第１９７条第５号」と、第９７条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第１０６条中「第８２条第６項」とあ

るのは「第１９１条第７項各号」と読み替

えるものとする。 

  

   附 則    附 則 

 （経過措置）  （経過措置） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 一般病床、精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた介護保険法施行令第４条第２項

に規定する病床に係るものに限る。以下こ

の項及び附則第１３項において同じ。）又

１１ 一般病床、精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた介護保険法施行令第４条第２項

に規定する病床に係るものに限る。以下こ

の項及び附則第１３項において同じ。）又



は療養病床を有する病院の一般病床、精神

病床又は療養病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換（当該病院の一般病床、精

神病床又は療養病床の病床数を減少させる

とともに、当該病院の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。

以下同じ。）その他の要介護者、要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）し、指定地

域密着型介護老人福祉施設を開設しようと

する場合において、当該転換に係る食堂及

び機能訓練室については、第１５２条第１

項第７号アの規定にかかわらず、食堂は、

１平方メートルに入所定員を乗じて得た面

積以上を有し、機能訓練室は、４０平方メ

ートル以上の面積を有しなければならな

い。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能

訓練に支障がない広さを確保することがで

きるときは、同一の場所とすることができ

るものとする。 

は療養病床を有する病院の一般病床、精神

病床又は療養病床を平成３０年３月３１日

までの間に転換（当該病院の一般病床、精

神病床又は療養病床の病床数を減少させる

とともに、当該病院の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。

以下同じ。）その他の要介護者、要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）し、指定地

域密着型介護老人福祉施設を開設しようと

する場合において、当該転換に係る食堂及

び機能訓練室については、第１５２条第１

項第７号アの規定にかかわらず、食堂は、

１平方メートルに入所定員を乗じて得た面

積以上を有し、機能訓練室は、４０平方メ

ートル以上の面積を有しなければならな

い。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能

訓練に支障がない広さを確保することがで

きるときは、同一の場所とすることができ

るものとする。 

１２ 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３６年３月

３１日までの間に転換（当該診療所の一般

病床又は療養病床の病床数を減少させると

ともに、当該診療所の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホームその他の要介護者、

要支援者その他の者を入所又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開

設しようとする場合において、当該転換に

係る食堂及び機能訓練室については、第１

５２条第１項第７号アの規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適

合するものとする。 

１２ 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３０年３月

３１日までの間に転換（当該診療所の一般

病床又は療養病床の病床数を減少させると

ともに、当該診療所の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホームその他の要介護者、

要支援者その他の者を入所又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開

設しようとする場合において、当該転換に

係る食堂及び機能訓練室については、第１

５２条第１項第７号アの規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適

合するものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

１３ 一般病床、精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床、精神病床若しく

は療養病床又は一般病床若しくは療養病床

を有する診療所の一般病床若しくは療養病

床を平成３６年３月３１日までの間に転換

（当該病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該病院又は診療所の施設を介護老人

保健施設、軽費老人ホームその他の要介護

者、要支援者その他の者を入所又は入居

させるための施設の用に供することをい

う。）し、指定地域密着型介護老人福祉施

１３ 一般病床、精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床、精神病床若しく

は療養病床又は一般病床若しくは療養病床

を有する診療所の一般病床若しくは療養病

床を平成３０年３月３１日までの間に転換

（当該病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該病院又は診療所の施設を介護老人

保健施設、軽費老人ホームその他の要介護

者、要支援者その他の者を入所又は入居

させるための施設の用に供することをい

う。）し、指定地域密着型介護老人福祉施



設を開設しようとする場合において、第１

５２条第１項第８号及び第１８０条第１項

第４号の規定にかかわらず、当該転換に係

る廊下の幅については、１．２メートル以

上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６

メートル以上とする。 

設を開設しようとする場合において、第１

５２条第１項第８号及び第１８０条第１項

第４号の規定にかかわらず、当該転換に係

る廊下の幅については、１．２メートル以

上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６

メートル以上とする。 

１４ 第１３０条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換（当該病院の療養病床等又

は当該診療所の病床の病床数を減少させる

とともに、当該病院等の施設を介護医療

院、軽費老人ホームその他の要介護者、要

支援者その他の者を入所又は入居させるた

めの施設の用に供することをいう。次条に

おいて同じ。）を行って指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業を行う医療機

関併設型指定地域密着型特定施設（介護老

人保健施設、介護医療院又は病院若しくは

診療所に併設される指定地域密着型特定施

設をいう。以下この条及び次条において同

じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び

計画作成担当者の員数の基準は、次のとお

りとする。 

 ⑴ 機能訓練指導員 併設される介護老人

保健施設、介護医療院又は病院若しくは

診療所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士により当該医療機関併設型指定

地域密着型特定施設の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは、置か

ないことができること。 

 ⑵ 生活相談員又は計画作成担当者 当該

医療機関併設型指定地域密着型特定施設

の実情に応じた適当数 

１４ 指定地域密着型介護老人福祉施設であ

って、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する基準（平成２３年厚生労働省令第

１０６号。以下「平成２３年改正省令」と

いう。）による改正前の指定地域密着型サ

ービス基準（以下「指定地域密着型サービ

ス旧基準」という。）第１７０条に規定す

る一部ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設であるもの（平成２３年改正省令

の施行の際現に改修、改築又は増築中の指

定地域密着型介護老人福祉施設であって、

平成２３年改正省令の施行後に指定地域密

着型サービス旧基準第１７０条に規定する

一部ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設に該当することとなるものを含む。

以下「一部ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設」という。）については、平

成２３年改正省令の施行後最初の指定の更

新までの間は、なお従前の例によることが

できる。 

１５ 第１３２条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換を行って指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業を行う場合の

医療機関併設型指定地域密着型特定施設に

おいては、併設される介護老人保健施設、

介護医療院又は病院若しくは診療所の施設

を利用することにより、当該医療機関併設

型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇

が適切に行われると認められるときは、当

該医療機関併設型指定地域密着型特定施設

に浴室、便所及び食堂を設けないことがで

きる。 

１５ 平成２３年改正省令の施行の際現に指

定地域密着型サービス基準第１３１条第４

項に規定する本体施設（以下「本体施設」

という。）である一部ユニット型指定介護

老人福祉施設については、平成２３年改正

省令の施行後入所定員の減少により指定地

域密着型介護老人福祉施設（以下「第１変

更後指定地域密着型介護老人福祉施設」と

いう。）となった場合においても、当分の

間、本体施設とみなす。 



 １６ 平成２３年改正省令の施行の際現に一

部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設

されている指定居宅サービスに該当する短

期入所生活介護の事業を行っている事業所

又は法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスに該当する介護予防短期入所

生活介護の事業を行っている事業所であっ

て、平成２３年改正省令の施行後に第１変

更後指定地域密着型介護老人福祉施設に併

設され、その利用定員が当該第１変更後指

定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員

を上回るものについては、当分の間、第１

５１条第１４項の規定は、適用しない。 

 １７ 平成２３年改正省令の施行の際現に一

部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設に併設されている指定居宅サービスに

該当する短期入所生活介護の事業を行って

いる事業所又は法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービスに該当する介護予

防短期入所生活介護の事業を行っている事

業所であって、平成２３年改正省令の施行

後に第２変更後指定地域密着型介護老人福

祉施設（当該一部ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設のうち、平成２３年改

正省令の施行後に指定地域密着型介護老人

福祉施設となり、かつ、入所定員が減少し

たものをいう。以下同じ。）に併設され、

その利用定員が当該第２変更後指定地域密

着型介護老人福祉施設の入所定員を上回る

ものについては、当分の間、第１５１条第

１４項の規定は、適用しない。 

１６ （略） １８ （略） 

  

  
   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


